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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第56期
第１四半期
累計(会計)期間

第55期

会計期間

自平成21年
３月21日
至平成21年
６月20日

自平成20年
３月21日
至平成21年
３月20日

売上高（千円） 980,9446,470,957

経常利益又は経常損失（△）　（千円） △43,913 70,903

四半期（当期）純損失（△）　（千円） △40,305 △36,610

持分法を適用した場合の投資利益（千円） － －

資本金（千円） 1,017,5501,017,550

発行済株式総数（千株） 4,680 4,680

純資産額（千円） 2,532,6222,653,091

総資産額（千円） 3,881,5334,233,527

１株当たり純資産額（円） 546.28 572.26

１株当たり四半期（当期）純損失金額（△）（円） △8.69 △7.90

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） － －

１株当たり配当額（円） － 10.00

自己資本比率（％） 65.2 62.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
64,474 533,474

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△5,100 △188,378

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△47,395 △61,780

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） 761,224 749,246

従業員数（人） 96 98

　（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、「連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移」に

ついては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、１株当たり四半期（当期）純損失が計上

されており、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

 当第１四半期会計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。

３【関係会社の状況】

当社には関係会社はありません。

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成21年６月20日現在

従業員数（人） 96 (15)

　（注）　従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第１四半期会計期間の平均人員を（　）外数で記載しておりま

す。臨時雇用者は嘱託及びパートタイマーであります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）商品仕入実績

区分
当第１四半期会計期間
（自 平成21年３月21日
至 平成21年６月20日）

機械（千円） 121,898

工具（千円） 180,287

産機（千円） 361,472

伝動機器（千円） 94,110

その他（千円） 86,775

合計（千円） 844,544

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注実績

　該当事項はありません。

(3）販売実績

区分
当第１四半期会計期間
（自 平成21年３月21日
至 平成21年６月20日）

機械（千円） 133,371

工具（千円） 211,751

産機（千円） 415,693

伝動機器（千円） 120,488

その他（千円） 99,640

合計（千円） 980,944

　（注）１．当第１四半期会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次の

とおりであります。

相手先

当第１四半期会計期間
（自 平成21年３月21日　
至 平成21年６月21日）

金額（千円） 割合（％）

株式会社　相澤鉄工所 123,033 　12.5

　２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 
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３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。 

（1）経営成績の分析

　当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、昨年からの世界的な景気後退の影響を受けた企業収益の悪化が

続き、大幅減産や設備投資凍結等が顕著にみられる深刻な厳しい状況で推移しました。

　当機械工具業界におきましても、自動車の大幅な減産により主需要先である自動車関連産業での工場稼働率が

著しく低下するなどで、当社扱い商品の受注に大きな影響を与えてまいりました。商品分類別売上を前年同期比

でみると、特に工具において５割、産機においては４割の大きな落ち込みとなりました。

　このような経営環境の中におきまして当社は、各種展示会の開催等お客様重視の営業活動の取組みを継続する

とともに、経費面では営業諸行事や諸会議の見直しのほか、報酬・給与の一部カットなど聖域のない経費削減に

も努めてまいりました。

　その結果、当第１四半期会計期間の売上高は980百万円となりました。利益面では、経費の徹底した削減に努め

ましたものの、売上高の減少を補うまでには至らず、経常損失43百万円、四半期純損失40百万円となりました。

　景気の不透明感は依然ありますものの、底入れ感から一部明るい材料も見え始めているのも事実でありますの

で、新規需要先の開拓への注力や大口需要につながる期待を含んだ集中購買サービスの展開での新たなビジネ

スチャンスの捕捉もしながら、業績回復に鋭意努めてまいる所存であります。　

（2）財政状態の分析

　（資産）

当第１四半期会計期間末における総資産は、3,881百万円となり前事業年度末に比べ、351百万円減少しました。

この主な要因は、売上高の減少に伴い受取手形及び売掛金が331百万円減少したこと等であります。　

　（負債）　

当第１四半期会計期間末における負債合計は、1,348百万円となり前事業年度末に比べ、231百万円減少しまし

た。主な要因は、仕入高の減少に伴う支払手形及び買掛金が257百万円減少したこと等であります。　

　（純資産）

当第１四半期会計期間末における純資産は、2,532百万円となり前事業年度末に比べ、120百万円減少しました。

主な要因は、剰余金の配当46百万円および四半期純損失の計上40百万円により、利益剰余金が86百万円減少した

ことと、その他有価証券評価差額金が33百万円減少したことであります。

なお、当四半期会計期間末における自己資本比率は65.2％となり、前事業年度末に比べ2.5ポイント上昇してお

ります。　

（3）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末に比べ11

百万円増加し761百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）　　

営業活動の結果得られた資金は、64百万円となりました。これは主に、税引前四半期純損失の計上43百万円お

よび仕入債務の減少額260百万円等の支出要因がありましたが、売上債権の減少額が331百万円となったこと等

によるものであります。　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、５百万円となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出３百万

円および貸付による支出２百万円であります。　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、47百万円となりました。これは、配当金の支払額46百万円とファイナンス・

リース債務の返済による支出１百万円であります。

（4）事業上および財務上の対処すべき課題　

当第１四半期会計期間において、当社の事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更および新たに生

じた課題はありません。

（5）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

 当第１四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

 当第１四半期会計期間において、前事業年度末において計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要

な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 16,720,000

計 16,720,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年６月20日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年８月４日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 4,680,000 4,680,000ジャスダック証券取引所
単元株式数

1,000株　

計 4,680,000 4,680,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

 平成21年３月21日

～平成21年６月20日
－ 4,680,000 － 1,017,550 － 587,550

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動を把握しておりませ

ん。
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（６）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成21年３月20日）に基づく株主名簿による記載をして

おります。

①【発行済株式】

平成21年３月20日現在　

　区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

　無議決権株式 － － －

　議決権制限株式（自己株式等） － － －

　議決権制限株式（その他） －　 － －

　完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　43,000 － －

　完全議決権株式（その他） 普通株式 4,629,000 4,629 －

　単元未満株式 普通株式　 　8,000 － －　

　発行済株式総数 4,680,000 － －　

　総株主の議決権 － 4,629 －　

　（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には証券保管振替機構名義の株式が、4,000株（議決権の数４個）含

まれております。

②【自己株式等】

 平成21年３月20日現在

所有者の氏名又は

名称
所有者の住所

自己名義所有

株式数（株）

他人名義所有

株式数（株）

所有株式数の

合計（株）

発行済株式総

数に対する所

有株式数の割

合（％）

株式会社植松商会
仙台市若林区卸町

三丁目７番地の５
43,000 － 43,000 0.9

計 － 43,000 － 43,000 0.9

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
４月

５月 ６月

最高（円） 190 190 180

最低（円） 165 161 162

　（注）　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

３【役員の状況】

 　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期累計期間（平成21年３月21日から平成21

年６月20日まで）に係る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けておりま

す。

　なお、有限責任監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって監査法人トーマツか

ら名称変更しております。

３．四半期連結財務諸表について

　当社は、子会社を有していないので、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成21年６月20日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 761,804 749,824

受取手形及び売掛金 ※5
 1,693,986

※5
 2,025,179

有価証券 100,055 －

商品 191,217 185,326

その他 54,897 57,298

貸倒引当金 △1,180 △1,470

流動資産合計 2,800,781 3,016,159

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 151,764 153,897

土地 269,006 269,006

その他（純額） 6,340 6,957

有形固定資産合計 ※1
 427,111

※1
 429,861

無形固定資産 14,940 15,993

投資その他の資産

投資有価証券 446,184 599,612

その他 ※2
 198,018

※2
 177,818

貸倒引当金 △5,504 △5,918

投資その他の資産合計 638,699 771,512

固定資産合計 1,080,751 1,217,367

資産合計 3,881,533 4,233,527

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,054,813 1,312,452

未払法人税等 3,732 7,003

その他 170,337 91,853

流動負債合計 1,228,883 1,411,308

固定負債

退職給付引当金 75,537 83,088

役員退職慰労引当金 36,425 76,700

その他 8,065 9,339

固定負債合計 120,028 169,128

負債合計 1,348,911 1,580,436
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成21年６月20日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,017,550 1,017,550

資本剰余金 1,174,661 1,174,661

利益剰余金 426,587 513,254

自己株式 △6,755 △6,755

株主資本合計 2,612,043 2,698,710

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △79,421 △45,619

評価・換算差額等合計 △79,421 △45,619

純資産合計 2,532,622 2,653,091

負債純資産合計 3,881,533 4,233,527

EDINET提出書類

株式会社　植松商会(E02753)

四半期報告書

11/19



（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自　平成21年３月21日
　至　平成21年６月20日)

売上高 980,944

売上原価 838,653

売上総利益 142,290

販売費及び一般管理費 ※1
 197,835

営業損失（△） △55,544

営業外収益

仕入割引 10,450

その他 1,668

営業外収益合計 12,119

営業外費用

支払利息 179

為替差損 282

その他 27

営業外費用合計 488

経常損失（△） △43,913

特別利益

貸倒引当金戻入額 309

特別利益合計 309

特別損失

固定資産除却損 28

特別損失合計 28

税引前四半期純損失（△） △43,632

法人税、住民税及び事業税 2,162

法人税等調整額 △5,489

法人税等合計 △3,327

四半期純損失（△） △40,305
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自　平成21年３月21日
　至　平成21年６月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △43,632

減価償却費 3,774

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,100

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,551

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △40,275

貸倒引当金の増減額（△は減少） △703

受取利息及び受取配当金 △1,383

支払利息 179

固定資産除却損 28

売上債権の増減額（△は増加） 331,193

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,891

仕入債務の増減額（△は減少） △260,417

その他 106,514

小計 66,733

利息及び配当金の受取額 1,614

利息の支払額 △179

法人税等の支払額 △3,694

営業活動によるキャッシュ・フロー 64,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △3,533

貸付けによる支出 △2,600

貸付金の回収による収入 1,033

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △46,361

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,033

財務活動によるキャッシュ・フロー △47,395

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 11,978

現金及び現金同等物の期首残高 749,246

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 761,224
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第１四半期会計期間
（自　平成21年３月21日
至　平成21年６月20日）

１．会計処理基準に関する事

項の変更

たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、移動平均法による原価法に

よっておりましたが、当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、移動平均法

による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

により算定しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

 

【簡便な会計処理】

 
当第１四半期会計期間
（自　平成21年３月21日
至　平成21年６月20日）

１．一般債権の貸倒見積高の算

定方法

　当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい

変化がないと認められるため、前事業年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を

算定しております。

２．棚卸資産の評価方法 　当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年

度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっておりま

す。

３．固定資産の減価償却費の算

定方法

　定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分

して算定する方法によっております。　

４．繰延税金資産及び繰延税金

負債の算定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、か

つ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前事業年度決

算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法に

よっております。　

 

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　当第１四半期会計期間（自　平成21年３月21日　至　平成21年６月20日）

　　　　該当事項はありません。　
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【追加情報】

当第１四半期会計期間
（自　平成21年３月21日
至　平成21年６月20日）

（未払費用）

　前事業年度においては、従業員への賞与支給額が確定していないため、支給見込額のうち前事業年度に負担すべき額を

賞与引当金として計上しておりましたが、当第１四半期会計期間においては、四半期財務諸表作成時に従業員への賞与支

給額が確定したため、支給確定額を未払費用として計上しております。

　なお、未払費用は流動負債のその他に含めて計上しております。

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成21年６月20日）

前事業年度末
（平成21年３月20日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、326,639千円であ

ります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、324,619千円であ

ります。

※２　差入保証金の代用として供している定期預金

16,000千円

※２　差入保証金の代用として供している定期預金

16,000千円

　３　債務保証

　従業員の銀行借入に対して保証を行っております。

　

　従業員　１名　　　　　　　　　 　2,248千円　

　３　債務保証

　従業員の銀行借入に対して保証を行っております。

　

　従業員　１名　　　　　 　　　　　2,347千円　

　４　受取手形裏書譲渡高　　　　　　　　96,665千円 　４　受取手形裏書譲渡高　　　　　 　　202,296千円

※５　四半期会計期間末日満期手形

　四半期会計期間末日満期手形の会計処理につい

ては、当四半期会計期間の末日は金融機関の休日

でしたが、満期日に決済が行われたものとして処

理しております。期末日満期手形の金額は次のと

おりであります。

　受取手形　　　　　　　　　　　　43,787千円

※５　期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、当期の末

日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行

われたものとして処理しております。期末日満期

手形の金額は次のとおりであります。

　

　受取手形　　　　　　　　　  　　39,298千円

 

（四半期損益計算書関係）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年３月21日
至　平成21年６月20日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬　　　　　　　 　　　　　　14,246千円　

給料手当・賞与　　　　　　　　　 　94,450千円

法定福利費　　　　　　　　　　　 　13,146千円

退職給付費用　　　　　　　　　　　　7,673千円

役員退職慰労引当金繰入額　　 　　　 1,225千円

支払リース料　　　　　　  　 　　　14,268千円

減価償却費　　　　　　　　　　　  　3,774千円　
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年３月21日
至　平成21年６月20日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係

（平成21年６月20日現在）

現金及び預金　　　　　　　　　　　　761,804千円

預入期間が３か月を超える定期預金　　　△579千円

現金及び現金同等物　　　　　　　　　761,224千円

（株主資本等関係）

当第１四半期会計期間末（平成21年６月20日）及び当第１四半期累計期間（自　平成21年３月21日　至　平成21年

６月20日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　4,680,000株

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　 43,836株

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４．配当に関する事項

（1）配当金支払額

（決議） 株式の種類　
配当金の総額

（千円）　

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資　

平成21年６月18日

定時株主総会　
　普通株式 46,361 10.0

平成21年３月20日

　
平成21年６月19日利益剰余金

（2）基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が

当四半期会計期間の末日後となるもの

　　該当事項はありません。

（リース取引関係）

　当第１四半期会計期間（自　平成21年３月21日　至　平成21年６月20日）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理しておりますが、

リース取引残高が前事業年度末に比べ著しい変動が認められないため、注記を省略しております。　

（有価証券関係）

　当第１四半期会計期間末（平成21年６月20日）　

　有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。 

（デリバティブ取引関係）

　当第１四半期会計期間末（平成21年６月20日） 

　　デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

（持分法損益等）

　当第１四半期累計期間（自　平成21年３月21日　至　平成21年６月20日） 

　　該当事項はありません。 
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（ストック・オプション等関係）

当第１四半期会計期間（自　平成21年３月21日　至　平成21年６月20日）

　該当事項はありません。 　

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末
（平成21年６月20日）

前事業年度末
（平成21年３月20日）

１株当たり純資産額 546.28円 １株当たり純資産額 572.26円

２．１株当たり四半期純損失金額等

当第１四半期累計期間
（自　平成21年３月21日
至　平成21年６月20日）

１株当たり四半期純損失金額 8.69円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第１四半期累計期間
（自　平成21年３月21日
至　平成21年６月20日）

四半期純損失（千円） △40,305

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純損失（千円） △40,305

期中平均株式数（千株） 4,636

 

（重要な後発事象）

　　　　　該当事項はありません。

２【その他】

　　該当事項はありません。  
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年７月30日

株式会社植松商会

取締役会　御中

有限責任監査法人　トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 尾町　雅文　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 橋本　俊光　　印

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社植松商会の

平成21年３月21日から平成22年３月20日までの第56期事業年度の第１四半期累計期間（平成21年３月21日から平成21年６

月20日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算

書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社植松商会の平成21年６月20日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重

要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。　
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